
 

令和３年地方分権改革に関する提案募集に係る意見 
 

全 国 知 事 会 

 

 本年の提案募集においては、「計画策定等」が重点募集テーマとして設定され、関

連する提案が数多く出されています。計画策定等は地方の大きな負担となっている

ため、提案募集における検討も含め、引き続き制度的な課題として検討を進めるこ

とを求めます。 

今般の各府省からの第１次回答では、提案内容を対応困難や今後検討とされたも

のが多く、全国知事会としては、今後の検討過程で各都道府県の提案全般について、

提案の実現に向けた積極的な検討を求めるものです。 

 特に、個別項目への意見については、別添のとおりです。また、全てに共通して

国に対処をお願いする事項については以下のとおりです。 

 ○国と地方の適切な役割分担の構築のため、全てに共通して以下の事項を求める。 

・事務区分（自治事務・法定受託事務）、並行権限、国の関与や義務付け・枠付

けについては、地方分権推進計画や地方分権改革推進委員会の第２次勧告及

び第３次勧告で設定されたメルクマール等の範囲内とすること。 

・報告徴収・立入検査に限った移譲など、それだけでは地方が何ら役割を果た

すことができないものについては、地方が一定の役割を果たすことができる

よう、許認可・措置命令など、関連する他の事務・権限を併せて移譲するこ

と。 

・一の都道府県の区域を越える事業等に対する事務・権限については、域外権

限行使や関係都道府県との情報共有の仕組みを法令上構築すること。 

○全てに共通して以下の事項に責任をもって対処し、地方に提示することを求め

る。   

・工程表などの手順・スケジュールや具体的な人員・財源措置を示すこと。 

・財源については、事務・権限の実施にあたり財源（人件費相当額を含む。）の

不足が生じないよう、必要総枠を確保し、国から地方に財源移譲すること。 

・人員については、技術や専門性を有する人材を育成・確保するため、研修や

職員派遣など必要な支援を行うこと。  

・事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等を円滑に進めるため、マニ

ュアルの整備や技術的助言など必要な支援を行うこと。  

・各府省からの第１次回答において現行規定により対応可能であるとされたも

のについて、要綱等においてその旨を明確にするなど提案主体の納得が得ら

れるよう説明責任を果たすこと。 
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内閣府地方分権改革推進室  御中 
 

全  国  市  長  会 
 
 
令和３年の地方分権改革に関する提案に係る関係府省からの第１次回答に対する見

解について（回答） 
 
 

平素より、本会の運営につきまして、特段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、令和３年７月 28 日付け文書にて依頼のありました標記の件につきまして、

別添のとおり回答いたします。 
なお、以下につきましては、全事項に共通して国に対処を求める意見といたします。 

 
 
 
 
 

・事務・権限の移譲対象を具体的に国が決定する段階では、工程表な

どの手順・スケジュールや具体的な人員・財源措置を示すこと。 

・財源については、市に移譲された事務・権限の実施にあたり財源

（人件費相当額を含む。）の不足が生じないよう、必要総枠を確保

し、国・都道府県から市に財源移譲すること。 

・人員については、技術や専門性を有する人材を育成・確保するた

め、研修や職員派遣など必要な支援を行うこと。 

・事務・権限の移譲を円滑に進めるため、マニュアルの整備や技術的

助言など必要な支援を行うこと。 

・計画の策定等の見直しについては、法令上の対応を基本として、各

省において行うこと。 

【担当】 

  全国市長会行政部  福嶋、菅野 

    電話番号   03-3262-2310 

    電子メール  teian@mayors.or.jp 
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令和３年地方分権改革に関する提案募集に係る 

全事項に共通して国に対処を求める意見 

 

全 国 町 村 会 
 
 

・町村に移譲された事務・権限の実施にあたり財源（人件費相当額

を含む。）の不足が生じないよう、必要総枠を確保し、国・都道

府県から町村に財源移譲すること。 
 

・技術や専門性を有する人材を育成・確保するため、研修や職員派

遣など必要な支援を行うこと。また、工程表などの手順・スケジ

ュールや具体的な人員・財源措置を示すこと。 
 

・事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直しを円滑に進めるた

め、マニュアルの整備や技術的助言など必要な支援を行うこと。 

 

・国が制度の創設・拡充等を行うに当たっては、町村の行政需要の

多寡や先行的な取組の有無を考慮せずに新たな計画の策定や専任

職員の配置等を全国一律に義務付けることは避け、町村の裁量の

確保に十分配慮すること。 
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・既存の計画策定等の規定については法令上の対応を基本とする見

直しを進め、計画策定の義務付けの廃止、他計画による代替・一

体的策定、策定手続きの簡素化や計画期間の延長等の計画策定に

係る提案を実現すると共に、新たな計画の増加を抑止する仕組み

を設けること。 

 

・町村に対する調査・照会には、緊急性や必要性に乏しいものや重

複しているものがあるため、廃止、統合などの見直しを行うこ

と。また、真に必要な調査・照会についても、回答様式の統一・

共通化や、既知の基礎的情報の入力を要さない回答様式にするな

ど、町村現場の負担とならないよう配慮すること。 



令 和 ３ 年 ８ 月 20日  

 

内閣府地方分権改革推進室 御中 

 

全国都道府県議会議長会  

全 国 市 議 会 議 長 会  

全国町村議会議長会  

 

 

「令和３年の地方分権改革に関する提案に係る関係府省からの第１次回答に

対する見解」に対する回答について 

 

 

平素は、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会の運営に

つきまして、御支援・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和３年７月 28 日付けで照会のありました、標記事項につきまして、下記のとおり回答

いたします。 

格別の御配慮のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 地方議会に係る提案事項について 

地方分権改革の推進により、地方議会の果たす役割と責任はますます増大することか

ら、地方議会の自主性・自立性確保と権限強化を図る必要がある。 

このため、議会の議決事項に係る提案については、二元代表制における議会の意義と

権能を踏まえて慎重に対応すること。 

 

２ その他の提案事項について 

第２次回答を示す際には、地方の意見を十分踏まえ改めて検討を行い、その実現を図

ること。 
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